
You are not a foreigner, you are a partner.

岐阜県 美濃加茂市

In Minokamo,

【資料編】



１．岐阜県の現状

２．美濃加茂市の現状

３．令和5年度事業
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国籍別・在留資格別人口 １．岐阜県の現状
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令和４年１２月末現在 【岐阜県 「在留外国人数」】
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【在留資格別】【国籍別】

・前年度より増加し、合計62,710人
・H26にフィリピン人の数がブラジル人を抜き最も多くなった。
・近年はベトナム人が急増

・全国的にも永住者・定住者等の割合が最も高い
・近年は技能実習生が急増

永住者・永住者の配

偶者等・日本人の配

偶者等, 24,341 , 39%

定住者, 

9,135 , 14%
特別永住者, 

3,207 , 5%

技能実習・特定技能, 

15,051 , 24%

留学, 2,295 , 4%

その他, 8,681 , 14%

令和４年１２月末現在 【出入国在留管理庁 「在留外国人統計」 】



国籍別・在留資格別人口 １．岐阜県の現状

4令和４年10月末現在 【岐阜労働局 「外国人雇用状況の届出状況」 】

【外国人労働者産業別】

【外国人労働者国籍別】
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製造業 宿泊業・飲食サービス業 サービス業（他に分類されないもの） 建設業 医療・福祉 その他

※建設業、医療・福祉のH26県統計数値なし

・労働者数は1.8倍
・中国人の割合が大きく減少（43%→15％）
・ベトナム人の割合が大きく増加（6%→25%）



１．岐阜県の現状

２．美濃加茂市の現状

３．令和5年度事業
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入管法改正リーマンショック

人口推移と外国人市民の割合 ２．美濃加茂市の現状
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入管法改正 大企業撤退

各年4月1日現在 【美濃加茂市HP掲載 美濃加茂市の人口・外国人住民国籍別集計表】

5,663人
9.9％

3,948人
7.1％

リーマンショック・ソニー
撤退で外国人市民が減った
が近年また増加に転じる

311人
0.6％

5,927人
10.8％



入管法改正

国籍別人口 ２．美濃加茂市の現状

7各年4月1日現在 【美濃加茂市HP掲載 外国人住民国籍別集計】

入管法改正
リーマンショック 大企業撤退

■ブラジル 62
■フィリピン 7
■中国 10
■朝鮮・韓国 216
■ ベトナム 0
■その他 10
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ブラジル フィリピン 中国 朝鮮・韓国 ベトナム その他

■ブラジル 3,706
■フィリピン 1,397
■中国 447
■朝鮮・韓国 121
■ ベトナム 51
■その他 205

■ブラジル 2,131
■フィリピン 2,447
■中国 191
■朝鮮・韓国 71
■ ベトナム 431
■その他 392



年齢別人口 ２．美濃加茂市の現状
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日本人市民 外国人市民
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令和５年4月1日現在【美濃加茂市HP掲載 年齢別人口】

働き盛りの世代
日本人 59.9％
外国人 78.1％



在留資格別人口（令和5年４月１日現在） ２．美濃加茂市の現状
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人数（人） 割合（％） 主な国籍（人数順）

●身分に基づき在留する者
（永住者、永住者の配偶者等、日
本人の配偶者等、定住者、等）

4,808 84.9 ブラジル、フィリピン、
中国

●就労目的で在留が認められる者
（専門的、技術分野）

144 2.5 ベトナム、中国

●特定活動
（個々の事情による許可）

45 0.8 ベトナム、フィリピン

●就労を目的とした新たな在留資
格（特定技能）※令和元年新設

129 2.3 ベトナム、ミャンマー、
インドネシア

●技能実習
※技能移転を目的とした開発途上国への国際協力が目的

452 8.0 ベトナム、フィリピン、
インドネシア

●留学 29 0.5 ネパール、スリランカ

●その他 56 1.0

合計 5,663

令和５年４月1日現在【美濃加茂市 市民課提供データ 】

※ 当市の外国人市民の84.9％は、就労等に制限のない在留資格
※ 急増するベトナム人は「技能実習」又は「特定技能」が多い。



第1次・2次 美濃加茂市多文化共生推進プラン（2009年～2018年）
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２．美濃加茂市の現状

①情報の多言語化と情報伝
達手段の確保

Ⅰ コミュニケー
ション支援

人権を
尊重する

だ
れ
も
が
仲
よ
く
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

基本理念 基本目標 基本施策 施策の方向

②多言語及び多文化社会に
対する学習支援

③居住環境の整備

④教育体制の充実

⑤労働環境の整備

⑥医療・保健・福祉

⑦防犯・交通安全

⑧防災

⑨地域社会に対する意識啓発

⑩人権尊重の意識づくり

⑪外国人市民の自立と社会
参画

⑫市民が主体となって行う
多文化共生・国際交流活動
への支援

⑬庁内の推進体制の整備

⑭地域における役割分担と連
携・協働

⑮国、県及び他市町との連携

Ⅱ 生活支援

Ⅲ 多文化共生の地
域づくり

Ⅳ 多文化共生施策
の推進体制の整備

社会の構
成員とし
て多文化
共生のま
ちづくり
に参画す
る

積極的な
自立を促
し、その
支援を行
う



見えてきた課題
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３．令和5年度事業

１ 制度的課題
●入管法改正によるさらなる多国籍化 ⇒ 多言語化の対応が必要

２ 新たな課題
●将来の目標の実現が難しい。夢を描きにくい。
●美濃加茂市で学び育った若い外国人の活躍の場がない
⇒ キャリア教育の充実 企業・事業所の協力

３ 引続き取り組むべき課題
●地域での日本人市民と外国人市民の共生
⇒ 地域のルールを守る 共生の意識の醸成

●外国人市民のニーズや施策の効果が掴みづらい
⇒ 実態把握の必要性

2009年から2018年までの10年間で、様々な取組をしてきましたが、日本人市民と外国人市民
が、同じ市民として一緒にまちづくりを進めていくために次の課題がみえてきました。



第３次 美濃加茂市多文化共生推進プラン（2019年～2024年）
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①情報の多言語化・伝達手
段の確保１.コミュニケーショ

ン支援

安心・安
全に暮ら
せる環境
をつくり
ます

み
ん
な
で
一
緒
に
つ
く
る
共
生
の
ま
ち
づ
く
り

基本理念 基本目標

②多言語及び多文化社会に
対する学習支援

③暮らしの環境整備

④教育体制の充実

⑤労働環境の整備

⑥健康や福祉、医療の情報提供

⑦防犯や交通ルールの周知

⑧防災体制の整備

⑨地域社会に対する意識啓発

⑩人権尊重の意識づくり

⑪外国人市民の自立と社会
参画

⑫市民が主体となって行う
多文化共生・国際交流活動
への支援

⑬市内の関係機関・団体等との
取り組みを進めるための整備

⑭地域における役割分担と連
携・協働

⑮国、県及び他市町との連携

２.生活支援

３.多文化共生の地域
づくり

４.多文化共生を進め
るための体制の整備

地域の一
員として
参画でき
る環境を
つくりま
す

誰もが活
躍できる
環境をつ
くります



１．岐阜県の現状

２．美濃加茂市の現状

３．令和５年度事業
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１．コミュニケーション支援（①情報の多言語化）
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３．令和5年度事業

●生活に必要な情報を、さまざまな媒体で提供
英語、タガログ語、ポルトガル語を中心とした多言語による
・外国語版広報、みのかもすぐメール、HP、FB、
Instagramの活用

・防災無線による緊急放送

・窓口での通訳をタブレットで実施［R5予算 2,779千円］
18台（市民課×２、国保年金課、こども未来課×２、
福祉課、税務課、健康課×２、学校教育課、貸出用×2、
まちづくり課×6）AI機械通訳機能 、TV通訳機能

・国際交流員による通訳・翻訳業務
職員・会計年度任用職員
(ポルトガル語３名、英語・タガログ語２名）
JETプログラム任用職員
(ポルトガル語１名、英語・タガログ語１名）

●「やさしい日本語」の普及
・地域で日本人市民と外国人市民とが日本語を基礎とした
コミュニケーションを円滑にするために、 「やさしい日本語」
の考え方を普及する



１．コミュニケーション支援（②学習支援）
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３．令和5年度事業

●日本語や日本生活についての学習機会の提供

・日本語講座
〇美濃加茂国際交流協会委託：水、土曜日
日本人ボランティアによる会話を中心とした日本語講座
［R5予算 1,507千円］

〇市職員主催：月、木曜日（ブラジル国籍職員）
火、金曜日（フィリピン国籍職員）
火曜日（オンライン教室・国籍混合）

母国語を交えながらの基礎的日本語講座

・外国人児童生徒学習支援事業
美濃加茂国際交流協会委託：太田地区、古井地区
週２回、日本人ボランティアによる小中学生に対する放
課後学習支援
［R5予算 3,520千円]



２．生活支援（③暮らしの環境整備）
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３．令和5年度事業

●外国人ワンストップ相談窓口

・市役所駅南分室と本庁舎に、相談員兼通訳者
（英語・タガログ語・ポルトガル語）を配置
・それ以外の言語も、タブレット機器にて対応

※入管庁 外国人受入環境整備交付金事業

相談窓口を設置し、安心して生活できる環境を整備。

●外国人生活相談窓口
（NPO法人 ブリッジへの委託）

通訳・翻訳を伴う行政手続き以外の相談業務を
NPO法人ブリッジに委託。
[R5予算 1,165千円]



２．生活支援（④教育体制の充実）
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３．令和5年度事業

●のぞみ教室（初期適応指導教室）
日本語指導が必要な児童・生徒に対して、学校で必要な日本語指導及び
生活指導を実施。

就学前

小学校
中学校

高校進学

●プレスクール
保育園に通園する外国籍園児を対象に、日本語教室や生活指導を実施。

●国際教室
のぞみ教室修了後、必要な児童・生徒に対して、一定の教科の指導（サポート）
を実施。

●外国人児童生徒学習支援
外国籍の小中学生に対して、放課後に日本語学習や家庭学習の支援
を実施。

中学３年生外国籍生徒の高校進学率
２２．２％ ⇒ ８７．０％
※平成13年度 ※令和4年度●高校進学支援（かがやき教室）

義務教育を超えた年齢の子どもに対して、日本語指導、教科指導、

進路相談などの高校進学支援を実施。

●ドリームフェア
高校生に対して、進学・就職等の進路に可能性や夢を持てるような

キャリア教育を実施。大学進学・
就職等



外国籍児童生徒数

３．令和5年度事業
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小学校 中学校 計

全児童・生徒数（人） 3,587 1,970 5,557

外国籍児童・生徒数
（人）

377 222 599

割合（％） 10.5 11.3 10.8

うち日本語指導が必要な児童・生徒

小学校 中学校

日本語指導が必要
（人）

182 76

割合（％） 48.3 34.2

外国籍児童が身近な存在と
なっている小学校もある。

全児童数（人） 784

外国籍児童数
（人）

168

割合（％） 21.4

美濃加茂市教育委員会調【令和5年5月1日現在 外国籍児童生徒数・そのうち日本語指導を必要とする児童生徒数調査】

●児童の約半数、生徒の2/3は日本語で公立学校での教育を学ぶことができる。

※このうち、日本語指導が必要な児童は

41.7%

２．生活支援（④教育体制の充実）



２．生活支援（④教育体制の充実）
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３．令和5年度事業

●プレスクール

[R5予算 633千円]

平成29年度から保育園に通園する外国籍園児を
対象に日本語教育や生活指導を実施。

保育士の感想
「クラスがまとまるようになった。」
「集団の中で指導がしやすくなった。」

保護者（子ども）の感想
「少人数なので、何度も褒められてうれしかった。」
「保育園の集団生活についていけるようになった。」
「小学校への不安が少なくなった。」



２．生活支援（④教育体制の充実）
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３．令和5年度事業

●のぞみ教室（初期適応指導教室）
[R5予算 5,004千円]

・日本語を話すことができない児童・生徒に対して、
「日本語指導」や学校生活における「生活指導」「学習
指導」を、短期間集中的に行うもの。

・平成29年度及び平成30年度で校舎を新築し、児童・
生徒の学習環境の向上を図った。

●国際教室

・日本語をある程度話すことができるが、特定の教科に
おいて支援が必要な児童・生徒に対して、個別の授業
を実施するもの。
・各学校に通訳スタッフを配置



２．生活支援（④教育体制の充実）
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３．令和5年度事業

●ドリームフェア [R5予算 20千円]

外国籍の生徒が多く通う高校と連携したキャリア教育。
安易に非正規雇用を選ぶのではなく、自分の能力を活かした将来の道（進学・就職等）を
選択できるようなきっかけづくりを、講演やワークショップを通して実施。
NPO法人 ブリッジへの委託。

●高校進学支援（かがやき教室）[R5予算 3,072千円］

日本語能力が備わらないまま中学校を卒業または義務教育年齢を超えてから来日した子どもに
対して、週４回、日本語のレベル別に進学を支援。
可児市国際交流協会への委託。



２．生活支援（⑧防災体制の整備）
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３．令和5年度事業

●避難所における外国人市民のサポート
・災害時等通訳サポーター登録制度
在住外国人市民を中心として、避難所での通訳
の支援をするサポーターを、29名登録（令和5年
4月現在）

・サポーターを対象とした研修会の実施。

●防災無線、すぐメール、SNSの活用
災害時の避難情報等を、多言語で発信。

●災害時外国人支援マニュアル
災害時多言語支援センター設置マニュアルを明記。


